
東 北 防 衛 局 達 第 ２ ８ 号

東 北 防 衛 局 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 委 員 会 設 置 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日

東 北 防 衛 局 長 酒 井 隆

東 北 防 衛 局 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 委 員 会 設 置 規 則

（ 設 置 ）

第 １ 条 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 運 動 の 実 施 に 係 る 閣 議 決 定 （ 昭 和 ６ ３ 年 １ 月 ２ ６ 日 ）

に 基 づ き 、 東 北 防 衛 局 に お け る 窓 口 行 政 を 中 心 と す る 行 政 サ ー ビ ス 業 務 等 の 自 主 点

検 を 行 う と と も に 必 要 な 改 善 計 画 を 策 定 し 、 そ の 実 施 を 推 進 す る た め 、 東 北 防 衛 局

に 「 東 北 防 衛 局 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う ） を」 。

置 く 。

（ 構 成 ）

第 ２ 条 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 構 成 す る 。

２ 委 員 長 は 総 務 部 長 、 委 員 は 総 務 課 長 、 会 計 課 長 、 地 方 調 整 課 長 、 調 達 計 画 課 長 及

び 報 道 官 を も っ て 充 て る 。

（ 運 営 ）

第 ３ 条 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ 委 員 長 が 招 集 す る 。

２ 委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 東 北 防 衛 局 に 勤 務 す る 職 員 で 、 委 員 長 が

指 名 す る 者 を 委 員 会 に 出 席 さ せ 、 意 見 を 述 べ さ せ る こ と が で き る 。

（ 局 長 へ の 報 告 ）

、 。第 ４ 条 委 員 長 は 委 員 会 で 策 定 し た 改 善 計 画 を そ の 都 度 局 長 に 報 告 す る も の と す る

（ 地 域 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 協 議 会 と の 連 携 ）

第 ５ 条 委 員 長 は 、 地 域 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 協 議 会 に お け る 協 議 事 項 等 に つ い

て 、 こ れ を 委 員 会 に 反 映 さ せ る と と も に 、 委 員 会 の 活 動 に 関 す る 情 報 を 当 該 協 議 会

に 伝 達 す る 等 、 連 携 の た め 必 要 な 措 置 を 採 る も の と す る 。

（ 庶 務 ）

第 ６ 条 委 員 会 の 庶 務 は 、 総 務 課 企 画 係 に お い て 処 理 す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


